
 

●香川県広域水道企業団告示第８号 

令和元年香川県広域水道企業団告示第３号（水道料金等の収納事務の委託（コンビニエンスストアにおける収納事務））の一部を次のように改正する。 

  令和４年４月１日 

香川県広域水道企業団企業長  浜  田  恵  造   

表旧高松事務所に係る水道の使用に係る料金（以下「料金」という。）及び高松市から企業団が収納を受託した下水道使用料等のコンビニにおける収納事

務（旧高松事務所の水道料金システムを使用して作成した納入通知書によるものに限る。）の項から旧三豊事務所に係る料金のコンビニにおける収納事務（

旧三豊事務所の水道料金システムを使用して作成した納入通知書によるものに限る。）の項までを削る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

 旧まんのう事務所に係る水道の使用に係る料金等の

コンビニにおける収納事務（旧まんのう事務所の水

道料金システムを使用して作成した納入通知書によ

るものに限る。） 

略   旧まんのう事務所に係る料金等のコンビニにおける

収納事務（旧まんのう事務所の水道料金システムを

使用して作成した納入通知書によるものに限る。） 

略  

備考 備考 

 １ 略 １ 略 

 ２ この表において「旧高松事務所」とは、香川県広域水道企業団水道事

業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例（令和元年香川県広域

水道企業団条例第１号）による改正前の香川県広域水道企業団水道事業

等の設置等に関する条例（平成30年香川県広域水道企業団条例第３号。

以下「旧条例」という。）別表第３に規定する高松事務所をいう。 

 ３ この表において「旧観音寺事務所」とは、旧条例別表第３に規定する

観音寺事務所をいう。 

 ４ この表において「旧三豊事務所」とは、旧条例別表第３に規定する三

豊事務所をいう。 

２ この表において「旧まんのう事務所」とは、香川県広域水道企業団水

道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例（令和元年香川県

広域水道企業団条例第１号）による改正前の香川県広域水道企業団水道

事業等の設置等に関する条例（平成30年香川県広域水道企業団条例第３

号）別表第３に規定するまんのう事務所をいう。 

５ この表において「旧まんのう事務所」とは、旧条例別表第３に規定す

るまんのう事務所をいう。 

  

 


